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○亀山市有害獣被害防止対策事業補助金交付要綱 

平成１７年１月１１日 

告示第６１号 

（目的） 

第１条 この告示は、有害獣による農林産物への被害を防止するための防護柵

の設置に要する経費を補助することにより、農林業の振興を図ることを目的

とする。 

（令元告示３７・一部改正） 

（定義） 

第２条 この告示において「有害獣」とは、農林業等に被害を与えるしか、い

のしし、猿等をいう。 

（補助金の名称） 

第３条 この告示により交付する補助金の名称は、亀山市有害獣被害防止対策

事業補助金（以下「補助金」という。）という。 

（補助対象） 

第４条 補助の対象となるものは、市内に農林地有する者が設置する次の各号

のいずれにも該当する防護柵とする。ただし、爆音機を除く。 

（１） 農林産物の被害防止が十分発揮できるもの 

（２） 電気柵又はトタン、鉄線、網、板等により作成された柵 

（平２５告示５２・令元告示３７・一部改正） 

（交付の条件） 

第５条 補助金の交付の条件は、次のとおりとする。 

（１） 農林産物に対する有害獣の被害が頻発し、今後も被害の発生が予想

される地域であること。 

（２） ２筆以上が連担した農林地に２戸以上で防護柵の設置をすること又

は１戸が所有する農林地で、隣接する農林地がないこと若しくは隣接する

農林地と連続して設置することが困難であること。 
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（３） 過去３年間にこの事業による補助金の交付を受けていないこと。 

（４） 国及び他の地方公共団体の補助事業等により防護柵の設置をし、又

は設置しようとする土地でないこと。 

（平２３告示３８・令元告示３７・令８告示４３・一部改正） 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる防護柵の設置をする農林地の公

簿面積に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を限度として、防護柵の設置

に必要な資材の購入に要する費用の２分の１に相当する額（その額に１００

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。ただし、１

戸が所有する農林地で、隣接する農林地がないもの又は隣接する農林地と連

続して設置することが困難であるものにあっては、次の表の左欄に掲げる防

護柵の設置をする農林地の公簿面積に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額

の２分の１に相当する額を限度額として、防護柵の設置に必要な資材の購入

に要する費用の４分の１に相当する額（その額に１００円未満の端数がある

ときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

防護柵の設置をする農林地の公簿面積 額 

１，０００平方メートル未満 １００，０００円

１，０００平方メートル以上３，０００平方メートル未

満 

１２０，０００円

３，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未

満 

１４０，０００円

５，０００平方メートル以上 １６０，０００円

（平３０告示７４・令８告示４３・一部改正） 

（遵守事項） 

第７条 補助金の交付を受けた者は、設置した防護柵について安全な維持管理

に努めなければならない。 

附 則 
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（施行期日） 

１ この告示は、平成１７年１月１１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、合併前の

亀山市有害獣被害防止対策事業補助金交付要綱（平成９年亀山市告示第４１

号。以下「合併前の亀山市告示」という。）の規定によりなされた手続その

他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。 

３ 施行日から平成１７年３月３１日までの間、補助金の交付の条件及び額に

ついては、第５条及び第６条の規定にかかわらず、なお合併前の亀山市告示

の例による。 

（失効） 

４ この告示は、令和１２年３月３１日限り、その効力を失う。 

（令５告示１７９・追加） 

附 則（平成２３年３月３０日告示第３８号） 

この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２９日告示第５２号） 

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月３０日告示第７４号） 

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年６月２７日告示第３７号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（令和５年１１月２１日告示第１７９号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

   附 則（令和８年３月１６日告示第４３号） 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 


